
医療被ばく低減施設の認定に関する規程 
 

平成 30 年 10 ⽉ 13 ⽇ 制定 
令和 3 年 2 ⽉ 27 ⽇ 改正 

令和 3 年 5 ⽉ 1 ⽇ 改正 
 

（⽬的） 
第１条 この規程は、公益社団法⼈⽇本診療放射線技師会（以下、「本会」という。）が定款

第４条第１項第３号に基づき、国⺠に安全で安⼼できる放射線診療を提供するために医
療被ばく低減施設を認定し、その運営に関して定めることを⽬的とする。 

 
（定義） 
第２条 医療被ばく低減施設とは、診療放射線技師の責務として安全で安⼼できる放射線

診療を提供するために、放射線量管理と防護の最適化を実践し、別途定める医療被ばく低
減施設認定訪問サーベイヤー審査基準（以下、「審査基準」という。）を満たした施設をい
う。 

 
（認定評価者の任免） 
第３条 本会は医療被ばく低減施設を認定するための認定評価者を第１号により任命する。

また、認定評価者の候補として第 2 号に定めたサーベイヤー補を任命する。 
（１）サーベイヤー 

サーベイヤー補として訪問審査に同⾏し、審査報告書の作成経験を有する者の中から委員
会が推薦し理事会の議決により任命される 

（２）サーベイヤー補 
医療被ばく低減施設に所属し、放射線管理⼠及び放射線機器管理⼠の有資格者でサーベイ
ヤー育成講習会を修了した者で委員会より任命された者 

２ 本規程の⽬的達成のため、チーフサーベイヤー並びにサーベイヤー代表を以下の各号
により任命する。 

（１）チーフサーベイヤー 
 サーベイヤーの中から互選により若⼲名を選出し、医療被ばく安全管理委員会（以下、「委

員会」という。）が推薦し、理事会の議決により任命される 
（２）サーベイヤー代表 
 チーフサーベイヤーの中から互選により代表 1 名を選出し、委員会委員を兼務する。 
３ 認定評価者の任期は、任命⽇から 2 年を超えない 3 ⽉ 31 ⽇とし、再任は妨げない。 
４ 任期内であっても、サーベイヤーが以下の各号のいずれかについて不適当と認められ

たときは、理事会の議決によって解任することができる。ただし、第 2 号〜第 4 号にお
いて、同等の知識と経験を有すると委員会が認めた場合はこの限りではない。 

（１）任務の実績 



（２）放射線管理⼠資格保持 
（３）放射線機器管理⼠資格保持 
（４）医療被ばく低減施設維持 
（５）その他、サーベイヤーとして不適であった場合 
 
（認定評価者の任務） 
第４条 認定評価者は以下の任務を⾏う。 
（１）認定評価者は公正、中⽴な⽴場で書⾯審査並びに訪問審査を⾏い、報告書を作成する。 
（２）認定評価者は任期中、原則として 1 回以上訪問審査を⾏わなければならない。 
２ チーフサーベイヤーは、以下の任務を⾏う。 
（１） 訪問審査時の審査全般の取りまとめ 
（２） サーベイヤーマニュアルの改正（案）の作成 
（３） 審査基準の改定（案）の作成 
（４） サーベイヤー代表の選出 
（５） 委員会からの審議事項の審議 
（６） 同⾏サーベイヤー補への指導 
３ サーベイヤー代表は、認定評価者全体を取りまとめる。 
４ サーベイヤー補は訪問審査に同⾏し、審査の補助を⾏う。 
 
（認定評価者の処遇） 
第５条 認定評価者の活動に必要な経費及び謝⾦については本会の規程に従って⽀出する。

ただし、サーベイヤー補については、必要経費のみを⽀出する。 
 
（申請⼿続き）  
第６条 医療被ばく低減施設の受審を希望するものは、申請書類を事務局に提出しなけれ

ばならない。 
２ ⼿続きの詳細は、別に定めるサーベイヤーマニュアルに従う。 
 
（認定基準）  
第７条 認定評価者は、提出された書類の審査および訪問審査を基に、別に定める審査基準

と照合して施設の審査を⾏い、その結果を委員会に報告する。  
２  申請があった施設の認定評価者は、チーフサーベイヤーとサーベイヤーから構成し、そ

の⼈数は別表に従い、⼈選は委員会が⾏う。 
３ 受審を希望する施設と利害関係を有する認定評価者は、当該審査に関与してはならな

い。 
 
（認定及び登録） 
第８条 委員会は、書⾯審査結果及び訪問審査結果を理事会に報告し、承認を得るものとす



る。 
２  事務局は、理事会承認を受けた当該施設を医療被ばく低減施設として登録し、認定証と

認定プレートを送付する。 
 
（認定の公表）  
第９条 本会は、認定された医療被ばく低減施設を速やかに本会ホームページ等にて公表

する。 
 
（審査料等）  
第１０条 医療被ばく低減施設の審査、登録及び更新の審査に要する⼿数料は、別表に⽰す

とおりとする。 
２  既納の審査料等はいかなる理由があっても返還しない。 
 
（有効期限と更新）  
第１１条 医療被ばく低減施設認定の有効期間は認定⽇より 5 年間とし、以後は別に定め

る更新⼿続きを⾏うことで更新できる。 
２ 医療被ばく低減施設が認定期間中に認定時の施設要件に変更を⽣じた場合は、認定を

取り消し、新たに認定を受ける必要がある。 
３ 前項にかかわらず、医療被ばく低減施設が経営⺟体の変更や施設名称の変更等があっ

た場合は直ちにその旨を委員会に届け出るものとし、委員会判断によって認定を継続す
ることができる。また、装置の更新などが⽣じた場合においては、認定要件を担保するこ
とで認定を継続することができる。 

 
（登録の抹消）  
第１２条 本会は、前条第 2 項に該当する場合の他、医療被ばく低減施設として不適当と思

われるものに対し、理事会の議決により、認定を取りし、登録を抹消する。 
 
（守秘義務） 
第１３条 認定評価者等は、認定審査に関して守秘義務を負い、職務上知り得た情報を漏ら

してはならない。認定評価者等がその職を辞した後も同様の義務を負う。 
 
（改廃） 
第１４条 この規程の改廃は理事会の議決によるものとする。 
 
（委任） 
第１５条 この規程に定めるものの他、必要な事項は､理事会に諮り、これを定める。 
 
附則 



１ この規程は平成 30 年 10 ⽉ 13 ⽇から施⾏する。 
ただし、第 10 条に規定される審査料等については、申請の⽇が平成 31 年 12 ⽉ 31 まで
は、現⾏の審査料等として以下が適応される。 
書⾯審査料：無料 
訪問審査料： 

審査項⽬に核医学を含まない施設 30,000 円 
審査項⽬に核医学を含む施設 80,000 円 
認定登録料：20,000 円 
更 新 料：20,000 円 

２ この規程は令和 3 年 2 ⽉ 27 ⽇から施⾏する。 
３ この規程は令和 3 年 5 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
 
別表 

区分 区分 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分 5 
病床数 0 〜 19 20〜299 300〜499 500〜699 700 〜 

サーベイヤー数 核医学なし     
核医学あり 

2 名 
3 名  

3 名 
4 名 

4 名 
5 名 

5 名 
6 名 

6 名 
7 名 

訪問審査料     核医学なし 
         核医学あり 

40,000 円
60,000 円 

60,000 円
80,000 円 

80,000 円
100,000 円 

100,000 円
120,000 円 

120,000 円
140,000 円 

認定登録料 30,000 円 ← ← ← ← 
登録更新料 20,000 円 ← ← ← ← 
書⾯審査料 10,000 円 ← ← ← ← 

※ 訪問審査料は、認定登録時・登録更新時とも同額とする。ただし、訪問審査時におけ
る施設の 
状況が前回審査時と異なる場合は、審査を受ける時の状況のものとする。 

※ サーベイヤー⼈数は、サーベイヤー補を含まない。 
※ 第 11 条 2 項において、新たに認定を受ける場合は登録更新料のみとする。 


